
「鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の
保存等に関する条例」の概要

応募期限＜必着＞ １１月２日（水）午後５時

県では、県民の皆さまや市町村が保有する歴史資料として重要な公文書その他の文書（歴史公文書等と
いいます。）を適切に管理するための条例を制定することを検討しています。
検討中の条例の概要について、県民の皆さまからご意見をいただきたいと思います。ご協力をお願いし

ます。

◎条例のねらい

◎条例の概要

についてご意見をお寄せください。

[応募方法］
・電子メール、郵送又はファクシミリでお寄せいただくか、意見箱
への投函でも応募できます。
意見箱設置場所：県庁県民課、各総合事務所地域振興局、

日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、
県立図書館、市町村役場

・提出される様式は自由です。このチラシもご利用になれます。
また、ホームページに添付のフォームでもご回答いただけます。

[結果の公表］
・いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてホーム
ページ等で公表します。

《応募・問合せ先》
鳥取県総務部政策法務課
郵 送：〒680-8570(所在地記載不要)
電 話：０８５７－２６－７４９４
ファクシミリ：０８５７－２６－８１０６
電子メール：

seisakuhoumu@pref.tottori.jp

この条例は、歴史公文書等は、それを保有する主体が適切に保存することを原則としつつ、現在及び将
来の県民全体にとって価値の高い知的資源であることから、県、市町村及び県民等が相互に連携、協力す
ることにより、将来の世代に引き継ぐことを目指すものです。

（※罰則等はありません。）

○目的
・歴史公文書等の保存と利用に関する基本理念や、歴史公文書等を保有する者の責務・役割を明らか
にすることにより、歴史公文書等を適切に保存、利用し、開かれた県政の推進と学術、文化の発展
に役立てます。

○定義
・歴史公文書等：歴史資料として重要な公文書その他の文書（図画、写真、スライド、マイクロフィ
ルム、フロッピーディスクやＤＶＤやＵＳＢメモリといった電磁的記録も含みます。）

・県民等：県民、県内に事務所を有する法人その他の団体（県と市町村は除きます。）
○基本理念
・歴史公文書等は、行政に対する県民の知る権利を実現するものとして、また、地域の重要な歴史的
事実などを後世に伝えていくものとして、現在だけでなく将来の県民にとっても価値の高い知的資
源であることから、保有している主体が適切に保存することを原則とします。

・県・市町村・県民等は相互に連携、協力し、歴史公文書等を将来の世代に引き継ぎます。
○県の責務
・県（地方独立行政法人、公社を含む。）が保有する歴史公文書等の保存と利用について、適切な措
置を講じます。

・市町村や県民等に対し、必要に応じ、歴史公文書等の保存や利用について専門的、技術的な協力を
行います。

○市町村の責務
・市町村が保有する歴史公文書等の保存や利用について、適切な措置を講じます。
・歴史公文書等に関する県の取組に協力するよう努めます。
・歴史公文書等を保有する住民に対し、必要に応じ、保存と活用について協力するよう努めます。

○県民等の役割
・県や市町村と協力しながら、保有する歴史公文書等を適切に保存し、できるだけその文化的活用に
努めます。

○災害時等の措置
・県は、災害が発生するなど歴史公文書等がなくなったり破損したりするおそれがある場合は、
保有主体や関係者と連携・協力し、必要に応じて一時保管場所の確保などの適切な措置を講じます。

○鳥取県立公文書館の業務（主なもの）
・歴史公文書等を保存し、一般の利用に供します。
・歴史公文書等の保存・利用について、調査研究・研修を行います。
・歴史公文書等の保有主体に対し、必要に応じ保存、利用について専門的な情報の提供、技術的な助
言、その他の協力を行います。



「鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の
保存等に関する条例」の概要 に対する意見応募用紙

《応募先》鳥取県庁 政策法務課
〒６８０－８５７０（所在地記載不要）
ファクシミリ：０８５７－２６－８１０６ 電子メール：seisakuhoumu@pref.tottori.jp

【特にご意見をいただきたい内容】
歴史資料として重要な価値を持った文書等をお持ちの県民、県内に事務所を有する法人その

他の団体に次のような役割を求める内容となっていることについて、ご意見をお願いします。
（※罰則等はありません。）

・県民等は、県や市町村と協力しながら、保有する歴史公文書等を適切に保存し、できるだけ
その文化的活用に努めます。

ご意見ありがとうございました。
差し支えなければ、下記にもご記入ください。

お住まいの市町村 鳥取県 市・郡 町・村

年 代
□１０歳代 □２０歳代 □３０歳代 □４０歳代
□５０歳代 □６０歳代 □７０歳代 □８０歳以上

性 別 □男性 □女性

ご意見記載欄


